
船舶事故調査報告書 

令和元年１０月２３日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 令和元年５月２６日 １４時００分ごろ 

発生場所 広島県尾道市因島北方沖 

大浜埼灯台から真方位２８４°９７０ｍ付近 

（概位 北緯３４°２１.６′ 東経１３３°０９.８′） 

事故の概要 水上オートバイ直也
な お や

丸及び水上オートバイ M J
エムジェイ

-700 T Z T
ティーゼットティー

は、

共に遊走中、衝突した。 

事故調査の経過 令和元年５月２９日、主管調査官（広島事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 水上オートバイ 直也丸、０.２トン 

   ２１０－５４１２１広島、個人所有 

Ｂ 水上オートバイ MJ-700TZT、５トン未満（長さ２.０６ｍ） 

   ２９１－３７５３４広島、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、特殊小型 

Ｂ 船長Ｂ、特殊小型 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 左舷船尾部外板に亀裂 

Ｂ 船首部外板に亀裂 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 南南東、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の中央期 

 事故の経過 

 

 Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、約５０km/h の速力（対地速力、

以下同じ。）で西進中、船長Ａが、左舷船首方約３０ｍに西進中のＢ

船を認め、同じ針路及び速力で航行を続けていたところ、Ｂ船が右旋

回してＡ船の船首方に進出してきたので、右旋回して避けようとした

ものの、左舷船尾部とＢ船の船首部とが衝突した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、約５０km/h の速力で西進中、船

長Ｂが、Ｂ船の東方でＡ船が遊走していることを認めていたが、遊走

中のＢ船の近くを航行することはないと思い、船尾方を確認しないま

まＵターンの目的で右旋回したところ、右舷方から接近するＡ船を認

めたもののどうすることもできず、Ａ船と衝突した。 

分析  Ａ船は、西進中、船長Ａが、左舷船首方約３０ｍに西進中のＢ船を

認めた際、同じ針路及び速力で航行したことから、右旋回したＢ船を

避けることができず、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、西進中、船長Ｂが、東方海域で遊走していたＡ船が遊走中

のＢ船の近くを航行することはないと思い、船尾方を確認しないまま

右旋回したことから、右舷船尾方を航行していたＡ船と衝突したもの



と考えられる。 

原因  本事故は、Ａ船及びＢ船が共に西進中、船長Ａが、左舷船首方約 

３０ｍに西進中のＢ船を認めた際、同じ針路及び速力で航行し、ま

た、船長Ｂが、東方海域で遊走していたＡ船が遊走中のＢ船の近くを

航行することはないと思い、船尾方を確認しないまま右旋回したた

め、両船が衝突したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・水上オートバイの操船者は、旋回する前、船尾方の安全確認を確

実に行うこと。 

 ・水上オートバイの操船者は、他の水上オートバイ等に接近し過ぎ

ることなく、他の水上オートバイ等が急旋回を行った際にも安全

に避けることができる船間距離を確保すること。 

 


